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⽴地適正化計画区域（=都市計画区域） 
市街化区域 
居住誘導区域 
・居住を誘導し、⼈⼝密度を維持するエリア 

都市機能誘導区域 
・都市機能（医療・福祉・商業等）を誘導するエリア 

計画策定の目的 

多くの地方都市では、拡大した市街地のまま急速に人口減少が進めば、一定の人口集積により支えられてき

た医療や商業等の生活サービスの提供が困難となることが想定されています。 

本市においても、令和２年以降は人口が減少し続けることが予測されており、様々な世代の市民が安心して

快適に住み続けられるよう、長期的な視点でまちづくりを進める必要があります。 

本市では、「江別市都市計画マスタープラン」の見直しに合わせて、「江別市立地適正化計画」を策定し、コ

ンパクトで持続可能なまちづくりを推進します。 

 

立地適正化計画とは 

急激な人口減少や少子高齢化等を背景に、国では、行政と市民や民間事業者が一体となってまちづくりを促

進するため、平成 26 年８月に立地適正化計画制度を創設しました。 

立地適正化計画は、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方のもと、都市機能誘導区域や居住誘導

区域などを設定し、医療、介護福祉、商業等の都市機能や居住のゆるやかな誘導、エリアを結ぶ公共交通ネッ

トワークの再構築により、持続可能なまちづくりを推進するものです。 

 
 
 
 
 
 
 

立地適正化計画制度のイメージ図 

計画目標年次と対象区域 

目 標 年 次 10 年後の令和 15 年度（2033 年度）を⽬標年次とします。 
対 象 区 域 都市計画区域（江別市全域）を対象区域とします。 
 

人口の見通し 

今後は人口減少・高齢化率上昇が予測されます。  居住地の大半で一定の人口密度を維持する見通しです。 
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都市づくりの方針 

子どもから高齢者まで誰もが安全・安心で暮らしやすい持続可能なコンパクトまちづくりを目指し、「都市

機能」、「居住」、「公共交通」、「防災」の４項目について、都市づくりの方針を設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

防災指針 

本市の災害リスクを分析し、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる、 

都市の防災に関する機能の確保を図るための指針を策定しました。 

 

■ハザード別の取組方針と対応 

 

 

 

 

 

【都市機能】都市拠点を中心とする誰もが暮らし

やすいコンパクトな都市空間の形成 

様々な都市機能が集積する駅周辺などに拠点を形成

し、拠点と他の地域が機能的に連携することで、高齢者

や子育て世代など、誰もが安心・安全に利用できる都市

空間の形成を目指します。 

【居住】人口密度の低下抑制・地域コミュニティ

の強化による良好な住環境の実現 

将来的な人口減少を見据え、居住などの誘導・集約によ

り一定の人口密度を維持することにより、持続的な生活サ

ービスの確保や地域コミュニティの形成など、良好な住環

境の実現を目指します。 

取組方針 洪水災害 

避難体制の 
確保 

 避難計画の作成の促進 
 要配慮者への対応 
 支援体制・協力体制の構築 

市民防災 
意識の向上 

 防災知識の普及・啓発 
 避難訓練の実施 

情報発信の 
強化 

 危険箇所や避難所の周知 
 効果的な防災情報発信 

 

取組方針 土砂災害・急傾斜地 

市民防災意識の向上  防災知識の普及・啓発 

情報発信の強化  情報伝達体制の確立 

 

【公共交通】公共交通ネットワークの維持・改善 

地域公共交通計画等と連携を図り、住民が都市部の各

種サービスを身近に享受できるように、都市拠点間や住

宅地とのアクセスなど、公共交通ネットワークの維持・

改善を目指します。 

【防災】高い防災力により、安心な暮らしがいつ

までも続くまち 

災害によるリスクを分析し、居住などの誘導を図る上

で必要となる防災・減災対策を計画的に取り組む強靱な

地域社会を目指します。 

基本方針：高い防災力により、安心な暮らしがいつまでも続くまち 

取組方針：① 避難体制の確保       ② 市民防災意識の向上 

     ③ 防災に係る情報発信の強化  ④ 施設等の災害リスク低減 

防災指針のイメージ 
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居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設 

■居住誘導区域・都市機能誘導区域 

居住誘導区域は、将来も一定の人口密度が保たれる地域、公共交通や日常的利用施設へのアクセスが良い

地域、近年宅地化が進んでいる地域から災害リスクの高い地域や工業系の用地を除いた地域に設定しました。 

都市機能誘導区域は、都市計画マスタープランにおける拠点の位置づけを踏まえつつ、都市機能の集積す

る地域、公共交通へのアクセスが良い地域、商業系用地や活用可能性の高い低未利用地から災害リスクの高

い地域や活用が限定的な地域等を除いた地域に設定しました。 

 
 

■誘導施設 

誘導施設とは、医療・商業・福祉・行政機能など、居住者の共同の福祉や利便のために都市機能誘導区域に

誘導すべき施設です。本計画では、拠点の性質や都市機能施設の立地状況等を踏まえ、拠点毎に設定しました。 

  誘導施設 

 機能 
野幌駅周辺～高砂 

（中心市街地） 

江別駅周辺 

（地区核） 

大麻駅周辺 

（地区核） 

高砂駅周辺 

（地域拠点） 

(1) 複合機能 多機能が複合した施設 

(2) 行政機能 

市役所本庁舎 － 

－ 市役所窓口機能 

警察署 － 

(3) 
教育・文化・ 

スポーツ機能 

図書館本館 図書館支所 
－ 

公民館・文化施設 

体育施設 

(4) 商業機能 相当規模の商業集積 

(5) 介護福祉機能 地域包括支援センター － 

(6) 医療機能 病院・一定規模以上の診療所 

(7) 金融機能 銀行・信用金庫・農業協同組合・信用組合・労働金庫 
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■誘導施設の分類 

 

※多機能が複合した施設の条件 
下記①～④を満たす施設 
① 複数の機能を有する 
② 人の交流などに資する機能やスペースを有する 
③ スーパーマーケットを有する 
④ 店舗の合計床面積 1,500 ㎡以上で建物全体の延べ面積 5,000 ㎡以上の規模を有する 

 
（複数の建物の場合） 
土地利用上一体の敷地に、複数の施設が立地する場合も該当（事務所や住居のみの建物は除く） 
 

【土地利用上一体の敷地の扱い】 
1. 大規模小売店舗立地法第２条第２項に規定する「一の建物」の敷地  
2. 都市計画法第 29 条に規定する開発行為の計画敷地 
3. その他、駐車場の一体利用などによる敷地 

 

 

 

 

機能 誘導施設種別 備考 

複合機能 多機能が複合した施設※ 
本表に示す他の機能やスーパーマーケット、各種サービス等、事務所、
住居（共同住宅）等の多様な機能が連携している施設 

行政機能 

市役所本庁舎 江別市役所の位置を定める条例に規定する江別市役所 

証明書交付窓口を有する施設 
戸籍事務取扱規則に規定する戸籍証明等の交付を行う施設（市役所本
庁舎を除く） 

警察署 北海道警察組織条例に規定する江別警察署 

教育・文化・ 
スポーツ機能 

図書館 
情報図書館条例に規定する図書館及び情報図書館条例施行規則に規定
する分館 

公民館 公民館条例に規定する公民館 

文化施設 
市民会館条例に規定する市民会館 
コミュニティセンター条例に規定するコミュニティセンター 
市民文化ホール条例に規定する文化ホール 

体育施設 体育施設条例に規定する体育施設のうち、屋内体育施設を有するもの 

商業機能 
商業施設 

（延べ面積 5,000 ㎡以上） 

単体の商業施設 
複数の商業施設が１つの建物に集まっている形態 
大規模小売店舗立地法第２条第２項に規定する「一の建物」 

介護福祉機能 地域包括支援センター 介護保険法第 115 条の 46 に規定する地域包括支援センター 

医療機能 

病院 医療法第１条の５第１項に規定する病院 

外科と内科を有する診療所 医療法第１条の５第２項に規定する診療所 

医療モール 複数の診療所が１つの建物に集まっている形態 

金融機能 

銀行 銀行法第２条第１項に規定する銀行 

信用金庫 
信用組合 
労働金庫 

信用金庫法第６条第１項に規定する名称を用いるもの 
中小企業等協同組合法第６条第１項第２号に規定する名称を用いるもの 

労働金庫法第８条第１項に規定する名称を用いるもの 

農業協同組合 
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び
強化に関する法律の第２条第１項に規定する特定農業協同組合 
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■野幌駅周辺～高砂（中心市街地）の誘導施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

■江別駅周辺（地区核）の誘導施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            誘導施設立地状況（江別駅周辺） 

機能 誘導施設種別 立地  機能 誘導施設種別 立地 

複合機能 多機能が複合した施設 〇  商業機能 商業施設 〇 

行政機能 

市役所本庁舎 〇  介護福祉機能 地域包括支援センター × 

証明書交付窓口を有する施設 〇  

医療機能 

病院 〇 

警察署 ×  外科と内科を有する診療所 × 

教育・文化・ 

スポーツ機能 

図書館 〇  医療モール 〇 

公民館 〇  

金融機能 

銀行 〇 

文化施設 〇  信用金庫・信用組合・労働金庫 〇 

体育施設 〇  農業協同組合 〇 

機能 誘導施設種別 立地 

複合機能 多機能が複合した施設 × 

行政機能 証明書交付窓口を有する施設 〇 

教育・文化・ 

スポーツ機能 

図書館 〇 

公民館 〇 

文化施設 〇 

体育施設 〇 

商業機能 商業施設 × 

介護福祉機能 地域包括支援センター 〇 

医療機能 

病院 〇 

外科と内科を有する診療所 × 

医療モール 〇 

金融機能 

銀行 〇 

信用金庫・信用組合・労働金庫 〇 

農業協同組合 〇 

誘導施設立地状況（野幌駅周辺～高砂） 
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■大麻駅周辺（地区核）の誘導施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         誘導施設立地状況（大麻駅周辺） 

 

 

■高砂駅周辺（地域拠点）の誘導施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              誘導施設立地状況（高砂駅周辺） 

 
 

機能 誘導施設種別 立地 

複合機能 多機能が複合した施設 〇 

行政機能 証明書交付窓口を有する施設 〇 

教育・文化・ 

スポーツ機能 

図書館 〇 

公民館 〇 

文化施設 〇 

体育施設 〇 

商業機能 商業施設 × 

介護福祉機能 地域包括支援センター × 

医療機能 

病院 × 

外科と内科を有する診療所 〇 

医療モール × 

金融機能 

銀行 〇 

信用金庫・信用組合・労働金庫 × 

農業協同組合 × 

機能 誘導施設種別 立地 

複合機能 多機能が複合した施設 〇 

教育・文化・ 

スポーツ機能 
体育施設 〇 

商業機能 商業施設 〇 

医療機能 

病院 〇 

外科と内科を有する診療所 × 

医療モール × 

金融機能 

銀行 × 

信用金庫・信用組合・労働金庫 × 

農業協同組合 × 
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誘導施策 

居住や都市機能の誘導に向けた様々な施策に取り組みます。 

■居住の誘導に関する主な施策例 

 

■都市機能の誘導に関する主な施策例 

 

計画の目標値 

まちづくりの方針を実現するために設定した誘導施策の進捗を評価する指標として、「居住誘導」「都市機

能誘導」「公共交通」「防災」の 4つの分野で目標値を設定します。 

目標指標 基準値 
中間目標値 目標値 

令和 10(2028)年 令和 15(2033)年 

居住誘導区域の 
人口密度 

49.3 人/ha 
中間目標値 ＞ 46.7 人/ha 

（推計値） 
目標値 ＞ 44.6 人/ha 

（推計値） 

都市機能誘導区域内 
の誘導施設の数 

49 施設 中間目標値 ≧ 50 施設 目標値 ≧ 51 施設 

路線バス輸送人員 

【市内路線】 
356 千人/年 

中間目標値 ≧ 520 千人/年 
次期地域公共交通計画の 

目標値 

【市外路線】 
2,637 千人/年 

中間目標値 ≧ 3,500 千人/年 
次期地域公共交通計画の 

目標値 

避難行動要支援者避難 
支援制度に参画する 
協力自治会の割合 

43％ 中間目標値 ≧ 59％ 目標値 ≧ 75％ 

 

届出 

都市機能誘導区域内外や居住誘導区域外で、一定の行為を行おうとする場合には、行為に着手する 30 日

前までに市長への届出が必要となります。 
対象区域 届出対象行為 

都市機能誘導 
区域外 

開発行為 ❏ 誘導施設を有する建築物の建築を目的した開発行為 

開発行為以外 ❏ 建築物の新築・改築・用途変更により誘導施設を有する建築物とする場合 

都市機能誘導 
区域内 

❏ 都市機能誘導区域内に立地する誘導施設を休止又は廃止しようとする場合 

居住誘導 
区域外 

開発行為 
❏ ３戸以上の住宅建築を目的とした開発行為 
❏ １戸又は２戸の住宅の建築を目的とした開発行為で 1,000㎡以上のもの 

開発行為 
以外 

❏ ３戸以上の住宅を新築しようとする場合 
❏ 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して３戸以上の住宅とする場合 

 

江別市立地適正化計画 令和６(2024)年３月策定・７月届出開始 

（江別市企画政策部都市計画課：TEL 011-381-1038） 
 

（１）良質な住環境の形成：大規模な未利用地の宅地化や生活利便機能の立地 など 

（２）空き家等への対策：空き家所有者等の管理意識の醸成や関係団体との連携による発生抑制、利活用の推進 など 

（３）商店街の活性化：空き店舗などをリノベーションし、事業を展開するための支援 など 

（４）公営住宅の適正管理：「江別市営住宅長寿命化計画」などに基づく修繕等による延命化や建替整備 など 

（１）公共施設等の適正配置と機能の充実：公共施設の移転・統廃合などによる配置の適正化 など 

（２）公的不動産の活用：市が保有する未利用地や空地の活用や売却、有償貸付などの民間活力による活用方法 など 


